
ジェトロ「ビジネス短信」添付資料

表  主な増収措置

改正項目 改正前 改正後

法人税率の引き上げ 19% 21％

職務遂行契約（DPP）（注1）に基づく被雇用者の賃金に
対する社会保険料支払い義務の拡大

1契約につき月額賃金1万コルナ未満の場合、社会保険料支
払い義務免除

月額賃金がチェコの平均賃金の25％未満の場合（複数の
契約を締結している場合には、賃金合計がチェコの平均
賃金の40％未満の場合）社会保険料の支払い義務免除

個人所得税23％（注2）の適用範囲の拡大 所得額と平均賃金の4倍との差額に適用 所得税と平均賃金の3倍との差額に適用

被雇用者負担の病欠保険料の再度導入 0％（雇用者負担は2.1％） 0.6％（雇用者の負担率は変更なし）

法定外福利厚生（非現金支給）に対する個人所得税免
税の一部制限

健康維持・治療、文化・スポーツなどに関連する福利厚生とし
ての非現金支給は全額非課税（ただしレクリエーション関係、
団体旅行の場合は年間2万コルナまで非課税）

健康維持・治療、文化・スポーツ、レクリエーション関係、団
体旅行などに関する福利厚生としての非現金支給（総計
年額）は、チェコ平均賃金月額の50％（2024年の適用額：2
万1,125コルナ）まで非課税

付加価値税（VAT）軽減率の統一

基本税率：21％、第1軽減税率：15％、第2軽減税率：10％
食品、身体障がい者向け器具、航空旅客運賃など：15％
乳幼児用食品、医薬品、書籍、新聞・雑誌、宿泊・外食サービ
ス（ビールを含む）、公共交通機関運賃、水道料金、理容・美
容サービスなど：10％

基本税率：21％、軽減税率：12％
改正前10％、15％の軽減税率適用商品、サービスを12％
に統一。
ただし
・書籍は免税
・理容・美容サービス、および外食サービスのうちビール代
にかかるVATは基本税率に移行

不動産税の引き上げ 平均80％増

国内高速道路使用料の引き上げ（2024年3月1日付施
行）

年額1,500 コルナ
2024年：年額2,300コルナ、2025年以降：物価上昇率を含
む指標より引き上げ率を設定

たばこ物品税の引き上げ 2024年：10％引き上げ　2025～2027年：毎年5％引き上げ

スピリッツ物品税の引き上げ
2024年および2025年：10％引き上げ、2026年：5％引き上
げ

賭博税の引き上げ
基本税率：35％
軽減税率（カジノ、競馬、スポーツ賭博などに適用）：23％

軽減税率：30％（基本税率は変更なし）

（出所）　チェコ財務省の発表を基にジェトロ作成

（注1）　雇用時間を年間300時間に制限するパートタイム雇用形態。

（注2）　基本税額は15％。23％は所得が一定額を超える場合、一定額との差額について適用。

企業・雇用関係

税制


	作業データ

